
第２４号議案

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制

定の件

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を次のよう

に定める。

  平成３１年３月１日提出

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号

学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

 （加東市外国人留学生奨学金支給条例の一部改正）

第１条 加東市外国人留学生奨学金支給条例（平成１８年加東市条例第８３号）の一部を次

のように改正する。

  第２条中「及び短期大学」を「、短期大学及び専門職大学」に改める。

 （加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正）

第２条 加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１８年加東市条例第１３３号）の

一部を次のように改正する。

  第１７条第６号中「短期大学」の右に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）」

を、「卒業した」の右に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」

を加え、同条第７号中「短期大学」の右に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）」

を、「卒業した」の右に「（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）」

を加える。

 （加東市給水条例の一部改正）

第３条 加東市給水条例（平成１８年加東市条例第１７３号）の一部を次のように改正する。

  第４６条第３号中「短期大学」の右に「（同法による専門職大学の前期課程を含む。）」を、

「卒業した後」の右に「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を

加える。

  第４７条第２号中「卒業した後」の右に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあ

っては、修了した後）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業した者」の右に「（同法に

よる専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」を加える。



 （加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第４条 加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年加東市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

  第１０条第３項第５号中「卒業した者」の右に「（当該学科又は当該課程を修めて同法の

規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加える。

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定（要旨）

１ 制定理由

  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の一部が改正され、新たに専門職大学制度が規

定されることに伴い、関係条例の整理を行うものである。

２ 制定内容

 (1) 加東市外国人留学生奨学金支給条例の一部改正（第１条関係） 

   奨学金の支給を受けることができる外国人留学生の資格要件に専門職大学を加えるこ

と。（第２条） 

 (2) 加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正（第２条関係） 

条例で定めることとされている管理者の資格要件に専門職大学に係る規定を加えるこ

と。（第１７条） 

 (3) 加東市給水条例の一部改正（第３条関係） 

  ア 条例で定めることとされている布設工事監督者の資格要件に専門職大学に係る規定

を加えること。（第４６条） 

  イ 条例で定めることとされている水道技術管理者の資格要件に専門職大学に係る規定

を加えること。（第４７条） 

 (4) 加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正（第４条関係） 

   放課後児童支援員の資格要件に専門職大学に係る規定を加えること。（第１０条） 

３ 施行期日  平成３１年４月１日

第２４号議案 要旨



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

○加東市外国人留学生奨学金支給条例の一部改正（第１条関係） 

（受給資格） 

第２条 奨学金の支給を受けることができる外国人留学生は、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（大学院及び

短期大学      を含む。）に在学している者のうち、留学生

活上経済的援助を必要とすると認められる者で、次に掲げる要件

を備えているものとする。 

(1)～(5) （略） 

○加東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正（第２条関

係） 

（技術管理者の資格） 

第１７条 法第２１条第３項に規定する条例で定める技術管理者の

資格は、次のとおりとする。 

(1)～(5) （略） 

(6) 学校教育法に基づく短期大学              

       又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関す

る科目を修めて卒業した                  

           後、４年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

（受給資格） 

第２条 奨学金の支給を受けることができる外国人留学生は、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学（大学院、短

期大学及び専門職大学を含む。）に在学している者のうち、留学生

活上経済的援助を必要とすると認められる者で、次に掲げる要件

を備えているものとする。 

(1)～(5) （略） 

（技術管理者の資格） 

第１７条 法第２１条第３項に規定する条例で定める技術管理者の

資格は、次のとおりとする。 

(1)～(5) （略） 

(6) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前

期課程を含む。）又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関す

る科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。）後、４年以上廃棄物の処理に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 
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(7) 学校教育法に基づく短期大学              

       又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関

する科目以外の科目を修めて卒業した           

                後、５年以上廃棄物の処理

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8)～(11) （略）  

○加東市給水条例の一部改正（第３条関係） 

（布設工事監督者の資格） 

第４６条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督

者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 学校教育法による短期大学               

     又は高等専門学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後                 

            、５年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(4)～(6) （略） 

（水道技術管理者の資格） 

第４７条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理

者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1) （略） 

(7) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前

期課程を含む。）又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又

はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関す

る科目以外の科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学

の前期課程を修了した場合を含む。）後、５年以上廃棄物の処理

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8)～(11) （略） 

（布設工事監督者の資格） 

第４６条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督

者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課

程を含む。）又は高等専門学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程

にあっては、修了した後）、５年以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者 

(4)～(6) （略） 

（水道技術管理者の資格） 

第４７条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理

者が有すべき資格は、次のとおりとする。 

(1) （略） 



(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木

工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科

目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後     

                         、同条

第１号に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条

第３号に規定する学校を卒業した者             

                については６年以上、同条

第４号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3)・(4) （略）  

○加東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正（第４条関係） 

（職員） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。

(1)～(4) （略） 

(5) 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第３

８８号）による大学を含む。）において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者           

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木

工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科

目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育

法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同条

第１号に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条

第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の

前期課程にあっては、修了した者）については６年以上、同条

第４号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3)・(4) （略）  

（職員） 

第１０条 （略） 

２ （略） 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事が行う研修を修了したものでなければならない。

(1)～(4) （略） 

(5) 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大正７年勅令第３

８８号）による大学を含む。）において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこ

れらに相当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は当該課



(6)～(10) （略） 

４・５ （略） 

程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した

者を含む。） 

(6)～(10) （略） 

４・５ （略） 


